
第70回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会 議事次第 

令和６年７月 30 日（火）15:00～17:00 

於：厚生労働省専用第 21 会議室及びオンライン 

                     
＜議題＞ 

（１） 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代

育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱につ

いて（諮問） 

（２） 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及

び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について（諮問） 

（３） 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活と

の両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針等の一部を

改正する告示案要綱について（諮問） 

 

 

＜配付資料＞ 

資料１   育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める

政令案要綱 

資料２－１ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行

規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱（令和７年４月 1日

施行分） 

資料２－２ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行

規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱（令和７年 10 月１

日施行予定分） 

資料３－１ 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭

生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する

指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定

める日数の一部を改正する告示案要綱（令和７年４月１日施行分） 

資料３－２ 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭

生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する

指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働

大臣が定める日数の一部を改正する告示案要綱（令和７年 10 月１日施行予定

分） 

 

参考資料  各省令案、告示案に関する意見募集（パブリックコメント）に寄せられた御意 

見について 

 


